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日行連発第１２９９号 

平成２７年２月１３日 

 

 

各 単 位 会 長   殿 

 

 

日本行政書士会連合会 

会 長　北 山　孝 次  

総務部  　　　　　　 

部 長　末 廣 元 孝 

  

 

社労業務経過措置に係る所属該当会員の指導について（お願い） 

 

 

　本会ホームページに設置している「会員・法人検索システム」につきましては、広く国民

等が行政書士及び行政書士法人（以下「会員」という。）を簡易・迅速に検索できることを目的

に運用しており、当該システムへの登録については、初めに本会より個々の会員に対して登

録ログイン用のパスワードを発行して、その後の登録設定は会員個人が行う仕組みとしてお

ります。 

　同システムの検索項目である「主な取扱い業務」は、１２項目の業務別項目（建設業、自動

車等）に分類して、登録時に会員が実際に取扱う業務項目を選択する仕組みとなっておりま

すが、「社会保険・労働保険」につきましては、行政書士として同業務を取り扱えるのは、当

然に昭和５５年９月１日改正法施行時点の入会者である会員（以下「社労業務経過措置会員」

という。）のみであり、掲載ページ等でもその旨を注意書きとして記載しております。 

　しかしながら、「社労業務経過措置会員に該当しない会員」や「社会保険労務士兼業者では

あるが社労業務経過措置会員に該当しない会員」による登録が実態として行われていること

から、今般、社会保険労務士会より該当会員宛に登録削除の文書要請が行われたケースも生

じており、依頼者である国民に誤認を与える恐れもあります。 

　各単位会におかれましては、所属会員に対して本件の周知徹底と、誤った登録をしている

会員につきましては、至急、該当部分の登録削除の手続きを行う旨の会員指導をお願いいた

します。 

　なお、登録ログイン用のパスワードを紛失等で不明な会員につきましては、本会ホームペー

ジ内の「サポート＆ご意見」よりメールでの受付・通知を行っておりますので、個別に対応

いただくよう申し添えます。 

　以上、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

以上
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